
  「建機付属クレーン部分の定期自主検査者安全教育」の実施について（ご案内 ） 
  

クレーン機能を備えた車両系建設機械は、労働安全衛生法上は車両系建設機械及び移動式クレーン

に係る両方の規定が適用され、クレーン機能を備えた油圧ショベルの場合、油圧ショベルの部分は特

定自主検査、油圧ショベルに付属した移動式クレーンの部分（以下「建機付属クレーン部分」とい

う）は定期自主検査をそれぞれ行わなければならないこととなります。 

クレーン機能を備えた油圧ショベルの定期（特定）自主検査は、油圧ショベルの部分は「特定自主

検査資格取得研修」等を、建機付属クレーン部分に関しては「移動式クレーンの定期自主検査者に対

する安全教育」（教育時間７時間）等、又は「クレーン機能を備えた車両系建設機械のクレーン部分

に係る定期自主検査者に対する安全教育」（教育時間３.５時間。以下「建機付属クレーン部分の定

期自主検査者安全教育」という）を修了した者が実施することになっています。 

当協会では、当該機械の特定自主検査有資格者に対して、特定自主検査と建機付属クレーン部分の

定期自主検査が同時に行うことができるように、「建機付属クレーン部分の定期自主検査者安全教

育」を行っています。 

このため、当支部では、今般、車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用及び解体用機械）

の特定自主検査の資格を保有している方等を対象に、「建機付属クレーン部分の定期自主検査者安全

教育」を下記により開催することとしましたので、業務繁多の折から誠に恐縮ですが、貴社の対象者

の受講について、特段のご配慮をお願いいたしたくご案内申し上げます。  

実 施 要 領 

１ 実施者  公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 富山県支部  

２ 講習日時  令和６年 8 月 27 日(火) 13 時 00 分～17 時 10 分 

３ 講習会場  自治労とやま会館（富山県富山市下新町 8-16） ℡ 076‐441‐2200 

４ 受講対象者 

(1) 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用及び解体用機械）の特定自主

検査の資格を保有して、その検査に従事する者   

(2) (1)の特定自主検査の検査資格を取得するため当協会の特定自主検査資格取得

研修を修了しているものの、検査実習記録表作成中で未だ修了証の発行を受

けていない者 

(3) 既に関係団体（（一社）日本クレーン協会、（公社）ボイラ・クレーン安全協

会）主催の「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育（教育時間

7.0 時間）、または、それに準じた（一社）日本建設機械工業会主催の「建機

工認定移動式クレーン定期自主検査者講習会」を修了した者であって、建機

付属クレーン部分について改めて本安全教育を希望する者 

５ 定員 
「50 名」（事前に「令和 6 年度研修・教育等受講仮申込（兼申込書送付依頼）書」を 

提出していただいた受講予定者を優先し、定員に達し次第締め切ります。） 

６ 受講料  

◇会員価格 一般価格 ８，８００円（同額） 

(1)受講料には、テキスト代及び消費税(10％)が含まれています。  

(2)受講料は、次の項目に記載の申込期間内に入金お願います。  

(3)振込手数料は、振込者負担となります。  

※入金確認後の受講票（ハガキ）を郵送いたします。  

７ 受講申込方法  

◇申込期間 令和６年７月 29 日(月)～8 月 2 日(金)9 時 00 分～17 時 00 分 
(1)早めに「令和 6 年度研修・教育等受講仮申込（兼申込書送付依頼）書」を提出 

(Ｆax 可)お願いします。 

(2)受講申込書(複写可)に必要事項を記載(押印省略可)し、資格を証明する修了証又は証

書等の写しを添えて提出(Fax 可)お願いします。(申込期間前の提出可) 

(3)受講申込書等の内容を審査点検し、受講可能の場合はインボイス制度対応の適格請求

書を事業場あて郵送しますので、原則、上記申込期間内に振込にてお支払いください。 



８ 申込先及び振込

先  

◇申込先 〒930‐0094 富山県富山市安住町 3‐14 富山県建設会館 1 階  

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 富山県支部  
Tel：076‐442‐4358   Fax：076‐442‐6748  

◇振込先 北陸銀行本店 （普通）第 4108030 号  
フリガナ シャ)ケンセツニヤクシャリョウアンゼンギジュツキョウカイトヤマケンシブ  

名 義 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 富山県支部  

９ 修了証の交付  
◇受講修了者には「安全教育修了証」を交付します。 

なお、過去に各種安全教育を受講された方は既にお持ちの「安全教育修了証」を返却お

願いします。 

10 その他  

◇受講申込後、やむを得ず受講できない場合は、速やかに当支部あてご連絡願います。

なお、返金額は振込手数料差引額とさせていただきます。 

・研修開始日の５営業日前までは、取消費用は発生しません。  

・同４営業日前から２営業日前の場合は、教材費を除く受講料を頂きます。  

・同１営業日前及び当日の取消は、教材費を含む受講料全額を頂きます。  

◇講習当日は講習開始の 5 分前（12 時 55 分）までに受付してください。 

◇遅刻、早退の場合、修了証は発行されません。 

◇テキストは当日会場でお渡しします。筆記用具・認印を持参お願いします。 

◇ 昼食は各自で準備お願いします。 

 


